
長浜市告示第１１４号 

 

長浜市産材利用促進事業補助金交付要綱（平成26年長浜市告示第300号）の一部を次の

ように改正する。 

 

令和８年３月３０日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

 第１条中「市税」の次に「等」を加える。 

第４条第１項の表中 

「 

補助対象事業 

長浜市産材（スギ、ヒノキ等の木

材）を５立方メートル以上使用した

新築等で、長浜市産材を当該補助金

の交付決定に係る年度内に建築物に

組み込むことができるもの。 

                  」 

を 

「 

補助対象事業 

長浜市産材を２立方メートル以上使

用した新築等で、長浜市産材を当該

補助金の交付決定に係る会計年度内

に建築物に組み込むことができるも

の。 

                   」 

に、 

「 

補助率及び限度額 備考 

長浜市産材１立方メートル当たり２

万円。ただし、会計年度にかかわら

ず、１人につき、かつ、一の住宅等

につき３０万円を限度とする。 

補助金の交付は、同一会計年度にお

いて、１人につき１回限りで、か

つ、一の住宅等につき１回限りとす

る。 

                                  」 

を 

「 

補助金額 備考 



別表のとおり 補助金の交付は、同一会計年度にお

いて、１人につき１回限りとし、か

つ、一の住宅等につき１回限りとす

る。 

                                  」 

に改める。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第４条関係） 

長浜市産材使用材積 補助金額 

２立方メートル以上５立方メートル未満 ５万円 

５立方メートル以上１０立方メートル未満 １０万円 

１０立方メートル以上１５立方メートル未満 ２０万円 

１５立方メートル以上 ３０万円 

 様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

  



様式第１号（第５条関係） 

 



 



様式第２号（第５条関係） 

 



附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに交付決定を受けた補助金の取扱いについては、なお

従前の例による。 


